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当社は、本日開

システムの基本

は下線で示して

 

当社の内部統

 

ステークホル

の実効性の向

要な改善を行

 

1. 当社の取締

(1) 当社およ

会人としての

を図る。 

(2) 取締役会

を開催し、当社

(3) コンプライ

施する。また、

る。 

(4） コンプラ

先（以下、内部

(5) 財務報告

針」に毎年定

(6) 当社は、

(7) 当社の法

取締役会規程

当社監査部は

役に報告する

「業務

開催された平成

本方針」という）

ております。 

統制システムに

ダーの信頼を

向上をめざして

行うほか、この基

締役および使

よび当社関係

良識と責任を

会で選任したチ

社ならびに当

イアンスや内部

、社内におけ

イアンス違反

部通報窓口）

告の信頼性を確

定め、取締役会

社外監査役を

法令および定款

程並びに監査

は法令および

る。監査により

務の適正を
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を一部改定す

に関する基本

を得られる誠実

て内部統制の

基本方針も環

使用人の職務の

会社の取締役

をもって行動す

チーフ・コンプ

当社関係会社の

部統制に関す

ける各種研修に

反に関する報告

を設置し、情報

確保するため

会にて決議する

を含めた監査

款の遵守状況

査役会規程およ

び社内諸規則に

改善の必要が

 

を確保するた

日開催の取締

することを決議

本方針を次のと

実で透明性の

の充実を図る。

環境変化に対応

の執行が法令

役および使用

する（以下「コン

プライアンス・オ

のコンプライア

する意識を徹底

においても、業

告・相談ルート

報の早期把握

めに、社会的な

る。 

役にて構成さ

況について、取

よび監査役監

に基づいて使

があると指摘さ

 

ための体制

締役会におい

議いたしました

記 

とおりとする。

の高い経営の実

本基本方針に

応して不断の

令および定款に

用人が、法令や

ンプライアンス

オフィサー（以

アンスに関する

底・向上させる

業務知識のみ

トとして、『内部

握ならびに早期

な信用の維持

された監査役会

取締役会ならび

監査基準に基づ

使用人等の職務

された場合は、

 

」の改定に関

て、「業務の適

たので、下記の

実現のために

に基づき構築

の見直しを行い

に適合するこ

や定款を含む

ス」という）ため

以下「CCO」と

る計画、施策の

るために、法務

ならず、コンプ

部通報規程』に

期対応を行な

・向上に資す

会を設置し、取

びに監査役お

づいて取締役

務執行につい

、速やかに対
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スの強化を進め

を絶えず評価し
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倫理を認識し

基準』を定め、

プライアンス委

行なう。 

研修を定期的

教育の実施に

通の内部通報

内部統制の基

・監督を行なう

および定款に照

る。 

果を当社代表
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健一郎

内部統

変更箇

め、そ

し、必

して社

徹底

委員会

的に実

に努め

報連絡

基本方

う。 

照らし、

表取締



 

(8) 当社は、

 

2. 当社の取締

(1) 株主総会

文書又は電磁

(2) これらの情

 

3. 当社の損失

(1) 当社の経

会を設置する

講ずる。 

①営業上重要

②重要な労務

③災害、事故

④IT セキュリ

⑤コンプライア

⑥上記以外の

(2) 『職務分

に基づき、リス

 

4. 当社の取締

(1) 重要事項

期的に開催す

  ①常勤役員

  ②執行役員

  ③事業部長

(2) 職務を効

取締役の経営

 

5. 当社ならび

(1) 当社なら

徹底を図る。 

(2) 「関係会

社に対する管

イ. 子会社の

当社関係会社

ロ. 当社の子

当社関係会社

リスクの存在を

 

原則として社

締役の職務の

会議事録、取締

磁的記録によ

情報は、取締

失の危険の管

経営リスクに的

る。各委員会は

要又は高額な

務管理又は労

故等による被害

ティーならび

アンス違反に

の経営リスクに

掌・職務権限

スク管理を徹底

締役の職務の

項について、取

する。 

員会 

員会 

長会 

効率的に執行

営者としての職

びに子会社か

らびに当社関係

社管理規程」

管理を行なう。

の取締役等の職

社の重要事項

子会社の損失の

社各社の経営

を識別・測定し

社外取締役をお

の執行に係る情

締役会議事録

り関連資料と

締役・監査役か

管理に関する規

的確に対応する

は、想定される

な契約の締結又

労務紛争に関す

害に関すること

に個人情報保

関すること  

に関すること 

限規程』を制定

底する。 

の執行が効率

取締役の意思

するため、各

職務の遂行を

から成る企業集

係会社に適用

」を制定し、こ

 

職務の執行に

項については、

の危険の管理

営者が適切な水

し、これに対応

 

おき、取締役の

情報の保存お

録、稟議書等の

共に保存･管理

からの要請があ

規程その他の

るため、『リスク

る以下の経営

又は解除に関

すること  

と  

保護および営業

定し、各役職者

的に行なわれ

思決定の迅速

部署長には『

より効率的に行

集団における業

用する行動基準

れに基づき当

に係る事項の当

当社に対して

理に関する規程

水準の内部統

応するための継

 

の意思決定の

および管理に関

の取締役の職
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ク・マネジメント

営リスクについて
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業秘密管理等

者のリスク対応

れることを確保

速化を図り慎重

『職務分掌・職

行なうため、執

業務の適正を
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当社関係会社

当社への報告

て適時かつ適

程その他の体

統制の整備・運

継続的な統制

 

の適正性・妥当
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職務執行に係

、適時閲覧可

ト規程』を制定

て、可能な限

等の機密情報

応における権限

保するための体

重な意思決定

職務権限規程

執行役員制を

を確保するため

ループ企業行

社の自律経営を

告に関する体制

適正な報告がな

体制 

運用義務の遂

制を組織的に行

当性の確保を図

る重要な情報

能な状態を維

定し、これに基

り事前に予測

報管理に関する

限及び責任を

体制 

を行なうための

』で規定された

を採用する。 

めの体制 

行動基準』を定

を原則とした上

制 

なされるよう、必

行を求めると

行なう。 

図る。 

報は、『文書管

維持する。 

基づき経営リス

測するとともに、

るもの 

を明確化する。

の支援として

た一定の権限

定め、役員お

上で、以下の

必要な体制の

ともに、当社関

管理規程』に基

クに関する諸

、リスクの軽減

また 『稟議規

、以下の会議

限を付与する。

よび従業員に

の通り、当社関

の確保を行なう

関係会社の重

基づき、

諸委員

減策を

規程』

議を定

。また、

に対し

関係会

う。 

重要な



 

ハ. 当社の子

当社関係会社

係会社の経営

ニ. 当社の子

当社関係会社

当社代表取締

 

6.監査役がそ

(1) 監査役の

(2) 当該従業

 

7. 前号の使用

(1) 前号の従

得た上で行な

(2) 当該従業

規程』に基づ

 

8. 当社の監査

(1) 当社の監

イ. 当社の取

当社の役員お

査役に報告す

実効性の確保

ロ. 子会社の

告をするため

当社の「内部

口を含むもの

係会社の不正

めるとともに、

 

9.前号の報告

(1) 上記の通

また、子会社

 

10. 当社の監

（1） 監査役

定した『監査役

 

 

 

子会社の取締役

社の経営状況

営状況に応じ

子会社の取締役

社の法令及び

締役に報告す

その職務を補助

の監査の実効性

業員には、監査

用人の取締役

従業員への指

なう。 

業員が、監査役

づき定める。 

査役への報告

監査役への報

取締役及び使用

および従業員

すること、およ

保に関する規程

の取締役、監査

めの体制 

部通報窓口」を

のとする。または

正行為又は法

社内への浸透

告をした者が当

通報を行なった

社においても同

監査役の職務

が職務の執行

役監査の実効

役等の職務の

況を把握し、適

、役員の差し入

役等及び使用

び定款の遵守状

する。必要があ

助すべき使用

性を高め、か

査役業務全体

役からの独立性

指揮命令は監査

役からの指示

告に関する体制

告体制として

用人が監査役

が、当社なら

び監査役から

程』に定めると

査役、業務を執

を複数設置し、

は CCO や法

法令違反に該

透を図る。 

当該報告をした

た者が、当該

同様の対応がな

の執行につい

行について生

効性の確保に

 

の執行が効率

適切な連結経営

入れを行なう。

用人の職務の

状況について

ある場合は、適

用人を置くことを

つ監査職務が

体を補佐するに

性に関する事

査役が行なうも

示の実行性を確

制  

、以下を整備

役に報告をする

びに当社関係

ら業務執行に

とともに社内へ

執行する社員

当社関係会

法務部長への報

当した場合に

たことを理由と

報告をしたこ

なされるよう適

いて生ずる費用

生ずる費用の前

関する規程』に

 

率的に行われる

営体制を構築

。 

執行が法令及

て、各社監査役

適切に改善提案

を求めた場合

が円滑に遂行

にあたり必要な

事項及び当該使

ものとし、当該

確保するため

備する。 

るための体制

係会社にかか

に関する報告を

への浸透を図

員及び使用人又

社の役員およ

報告・相談ル

には、速やかに

として不利な取

とを理由として

適切な指導を行

用又は債務の

前払又は債務

に基づき適切

 

ることを確保す

築・維持するた

及び定款に適

役ならびに当

案や改善指導

合における当該

行されるため、そ

な知識や能力

使用人に対す

該従業員の考

の事項につい

 

かわる重要な事

を求められた場

る。 

又はこれらの者

よび従業員が

ルートにおいて

に当社常勤監

取扱いを受けな

て不利な扱い

行なう。 

の処理に係る方

務の処理に係る

切に対応する。

するための体制

ため、関係会社

適合することを確

社監査部が監

導を行なう。 

該使用人に関す

その職務を補

を有する者を

する指示の実効

考課・異動等に

いて、『監査役

事項について知

場合は事実を

者から報告を

当社常勤監査

ても、その受付

監査役に報告す

ないことを確保

いを受けない事

方針に関する

る方針につい

 

制 

社ごとに主管者

確保するため

監査を実施す

する事項 

補助する従業員

を選任する。 

効性の確保に

については、監

役監査の実効性

知り得た場合

を報告すること

を受けた者が当

査役へ直接報

付けた内容が当

することを『内

保するための体

事を『内部通報

る事項 

いては、会社法

者をおく。また

めの体制 

する。監査の結

員を配置する。

に関する事項

監査役会の同

性の確保に関

、その都度常

とを『監査役監

当社の監査役

報告・相談でき

当社もしくは当

部通報規程』

体制 

報規程』に定め

法の規定に従

た、関

結果は、

。 

同意を

関する

常勤監

監査の

役に報

きる窓

当社関

』に定

める。

従い制



 

11. その他当

（1） 監査役あ

とする。 

①監査役が、

②監査役が、

③監査役会が

④監査役が、

に関する権限

 

12. 反社会的

「グループ企

（1） 総会屋

で対応する。

（2） 反社会的

 

 

当社監査役の監

あるいは監査

いつでも必要

いつでも必要

が必要に応じ

会計監査人

限 

的勢力排除に

業行動基準」

、暴力団等の

 

的勢力および

監査が実効的

査役会は、重要

要に応じて役職

要に応じて常勤

て、弁護士、会

人との両者の監

向けた体制 

に基づき、反

の反社会的勢

び反社会的勢力

 

的に行なわれる

要な意思決定の

職員に対して

勤役員会、執

会計士等を起

監査業務の品

反社会的勢力排

力から不当な

力と関係のあ

 

ることを確保す

の過程や業務

て業務執行に関

執行役員会及び

起用し、監査業

質及び効率を

排除に向け、役

な要求を受けた

る取引先とは

 

するための体制

務の執行状況

関する報告を求

びその他重要

業務に関する助

を高めるため、

役員および従

た場合は、安

は、一切取引し

制 

況を把握できる

求めることがで

要な会議に出席

助言を受ける権

、情報・意見交

従業員に対して

易な金銭解決

しない。 

るよう以下の権

できる権限 

席できる権限 

権限 

交換等の緊密

て以下の周知

決を図ることな

権限を保持する

密な連携を図る

知・徹底を行な

なく毅然とした

るもの

ること

う。 

た態度

以上 


